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四万十町教育委員会会議録（令和３年１月定例会） 

 

 

１．日 時   令和３年１月１２日（火）午前９：００～午前１１：１５ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教育長  山脇光章 

 教育委員 横山順一  坂本維子  石﨑豊史  佐々倉愛 

 事務局  教育次長     浜田章克 

生涯学習課    課長  林 瑞穂 

学校教育課    課長  西谷典生  副課長  東 孝典 

         教育対策監  中川千穂  研修指導員  下司三和 

主事  田井真里奈 

教育研究所    所長  岡 澄子  

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （石﨑委員） 

（４）議題 

①承認第１号 専決処分の承認について（会計年度任用職員の任用（発令）の承認） 

②承認第２号 専決処分の承認について（会計年度任用職員の任用（発令）の承認） 

③議案第１号 四万十町奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則について 

（５）協議事項 

なし 

（６）報告事項 

①学期始めにおける各学校の出欠状況について 

②働き方改革推進委員会について 

（７）その他  

①令和２年度高知県児童生徒学習状況調査結果について 

②四万十町教育委員会表彰推薦について 

③四万十町文化的施設整備事業住民説明会について 

④新型コロナウィルス対応について 

⑤今後のスケジュールについて 

 

６．議 事 

教育長 ： それでは、ただ今より令和３年１月教育委員会定例会を開催します。 

      早速、議題に入っていきたいと思います。承認第１号 専決処分の承認について
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（会計年度任用職員の任用（発令）の承認）、承認第２号 専決処分の承認について

（会計年度任用職員の任用（発令）の承認）を議題といたします。事務局より提案説

明をお願いいたします。 

       

 （事務局より、承認第１号 専決処分の承認について（会計年度任用職

員の任用（発令）の承認）、承認第２号 専決処分の承認について（会計

年度任用職員の任用（発令）の承認）、説明する。） 

 

教育長 ： 承認第 1 号については、昭和保育所の調理員、承認第２号については、田野々小学

校の特別支援教育支援員の発令でございます。この件についてご質問等ございました

らお願いいたします。 

横山委員： 昭和保育所２名になってますが、何か理由がありますか。 

林生涯学習課長： これは、単なる代替パートとして穴埋めをする人数が足りていないということです。 

横山委員： 田野々小学校の特別支援員の篠田さんは、武政さんの後任ですか。 

西谷学校教育課長： そうです。前任の方が１２月末ということで、１月から篠田さんでお願いするとい

う形で、引き継ぐ形になります。 

教育長 ： 篠田さんは、、元教員です。他、ございませんでしょうか。 

      それでは、承認第１号 専決処分の承認について（会計年度任用職員の任用（発

令）の承認）、承認をいただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。合わせて承認第２号 専決処分の承認について（会計年度

任用職員の任用（発令）の承認）、ご承認いただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。承認第１号、承認第２号については、全員、承認をいただ

きました。 

      続いて、議案第１号 四万十町奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて、を議題といたします。この件について、事務局より提案説明をお願いいたしま

す。 

       

             （事務局より、議案第１号 四万十町奨学金貸付条例施行規則の一

部を改正する規則について、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第１号について、奨学金貸付条例の施行規則の改正であります。説明があった

とおり、新たに同意書を添付することによって簡略、簡素化できることの内容を含め

の改正でございます。この件について質疑等あれば、お願いいたします。 

      適用は、昨年の１２月１日から適用ということですね。 

浜田教育次長： 申請自体が今年度から始まりますので、貸付自体は来年度になります。来年度から

使うようにして広報等もしている関係から１２月１日にさかのぼっての取り扱いにさ

せていただいたところです。 

      あと、交付までの間に、法制担当から細かいチェックが入るかも分かりませんので、

その場合には内容を損なわない範囲で字句等の修正が出てくるかも分かりません。合

わせて、ご承認いただいたらと思います。 

教育長 ： 規則の改正でございます。この件について何かございませんでしょうか。特段あり
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ませんでしょうか。 

      次長から説明もありました、この規則の交付そして一部を改正する規則の字句内容

については、内容を損なわない範囲で、事務局そして法制担当含め、少し修正も入ろ

うかと思いますが、改正して交付をさせていただきたいと思います。議案第１号 四

万十町奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則について、ご承認をいただけま

すでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。議案第 1号については、承認をいただきました。 

      それでは続いて、協議事項に入りたいと思いますが、協議事項はございません。 

      続いて、報告事項に移りたいと思います。まず、はじめに、報告事項 ①学期始め

における各学校の出欠状況について、ご報告をさせていただきます。 

       

                （事務局より、報告事項 ①学期始めにおける各学校の出欠状況

について、説明する。） 

 

教育長 ： １月８日の始業式の欠席状況の報告です。この件について、何かご質問とかご意見

ございましたらお願いいたします。 

佐々倉委員： 出席停止は、本人または家族に風邪症状ということだったんですが、本来の出席停

止の扱いからいうと、かなり意味合いが広い形で出席停止という扱いになっていると思

うんですが、それは期間を定めたりして、そういう扱いにしているということなんです

か。 

中川教育対策監： そのあたりは、本人とご家族の申請ということで、期間は特に何日間ということは

ないです。コロナの関係で、風邪症状があるので心配されるのでお休みをさせますと

いうときに欠席扱いになって、出席停止ということで欠席日数には入らないという扱

いで、インフルエンザと同じ扱いになっています。 

浜田教育次長： コロナで陽性とか濃厚接触者の場合は一定、日数の基準を示しているのですが、ご

家庭で心配だというときには休んで、休んだときは出席停止にするという方向でいっ

ています。 

石﨑委員： インフルエンザは、入ってきてはないんですね。 

浜田教育次長： インフルエンザは、この中にはないです。 

中川教育対策監： インフルエンザの報告は、まだ受けておりません。風邪症状ということで、全ての

報告はそうなっています。 

教育長 ： 小休にします。 

 

                  （小休止） 

 

教育長 ： 休憩前に引き続き正常に戻したいと思います。 

      以上で報告事項 ①学期始めにおける各学校の出欠状況について、の報告を終了し

たいと思います。よろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、報告事項 ②働き方改革推進委員会について、報告をさせていただきます。 
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                （事務局より、報告事項 ②働き方改革推進委員会について、

説明する。） 

 

教育長 ： 働き方改革推進委員会での協議案件、また教育委員会事務局内での検討事項案件の

報告です。学校内教職員の出退勤のタイムマネジメントも含め、精査をしつつ、窪川

小、中においては、学校集金を口座振替で進めるようにしております。また、２ペー

ジの上段にある部活動改革推進委員会を１２月に初めて第１回目を開催いたしました。  

文科省も地域スポーツクラブへの移行や、学校間での合同の部活動など、いろいろ

と提案等もありますので、部活動改革推進委員会で実態も含め協議をしていこうとい

うことで第１回目を１２月に開催いたしました。 

      そして、学校閉庁日ですが、中川から報告もありましたが、四万十町では８月５日

から８月２０日を設定して、曜日設定ではなく日で固定して令和３年度からやってみ

てはどうかという内部の案件もあります。合わせて、この前に県より８月７日から８

月２０日は研修をしないということで県からも通知もあったところです。 

      また、町の主催の行事についても引き続き継続して協議を進めています。この件に

ついて何か質疑とか、協議事項的なところがあればお願いをいたします。 

教育長 ： 小休にします。 

  

（小休止） 

 

教育長 ： 休憩前に引き続き、会議を始めたいと思います。 

      ７番のその他に移りたいと思います。その他 ①令和２年度高知県児童生徒学習状

況調査結果について、報告をさせていただきます。 

      

               （事務局より、その他 ①令和２年度高知県児童生徒学習状況

調査結果について、説明する。）   

 

教育長 ： グラフですが、小学校、中学校、これは何年生ですか。 

下司研修指導員： 小学校は６年生、中学校は３年生です。 

教育長 ： 学校別も参考にしていただいたら面白いところもあるとは思いますけど、町全体の

調査結果を報告させていただきました。 

石﨑委員： 前回、質問させてもらって、わざわざ今回、新たに資料も構えていただいて本当に

ありがとうございました。年度によって子どもたちの意識が違うということが、これ

ではっきり表れてましたので、たまたま、今回の結果がこうだったんだなということ

が分かってよかったと思います。本当にわざわざ資料をありがとうございました。 

教育長 ： 国語の試験は難しかったとかはありますか。 

下司研修指導員： それはあると思います。それから、休校などもあって、３月いっぱい、子どもたち

が小学校５年生のときに勉強していないという条件もありますし、一概には言えませ

んが、コロナの影響はないとは言えないと思います。 

教育長 ： 色付きのグラフと別冊の１８項目の質問、６年生と中学３年生の状況があります。

先ほど配付させていただいたばかりですので、見ていただく時間があまりないんです

が、何かございましたらお願いします。 

      質問項目は、１番の朝食を毎日食べているから１８番の１日あたり、どれぐらいの
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時間、読書、この項目もあって、小学６年と中学３年では違いはあろうかと思います。

５教科の勉強が好きだということも、下司から説明があったとおり、年度によって、

学年によって違いもあろうかと思います。各学校において経年変化、学年のそれぞれ

の状況も調査結果に基づいて把握していただいて、今後の指導に生かせていただいた

らと思います。 

      何かありましたら、いつでも連絡していただいて、下司に連絡していただいて、資

料等もありますのでよろしくお願いをしたいと思います。以上で学習状況調査の報告

について終了させていただきます。ありがとうございます。 

      それでは続いて、その他 ③四万十町教育委員会表彰推薦について、の報告をお願

いします。 

      

               （事務局より、その他 ①四万十町教育委員会表彰推薦につい

て、説明する。） 

 

教育長 ： 教育委員会表彰について、報告と依頼をさせていただいております。運動部関係は

なかなか大会も少なくなっておりますが、昨年の子ども県展については、優秀な成績

を収められた個人の方、学校もおります。そして、感想文や作文コンクールでも全国

的な表彰も受けられた児童おりますので、その辺は該当にはなろうかと思います。軒

並み音楽大会とかスポーツ大会が出来てなかったので、その辺は少なくなろうかと思

います。この件について何かございませんでしょうか。 

      表彰規則に基づいて推薦等がありましたら、委員会でもご報告、協議等させていた

だきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

      続いて、その他 ③四万十町文化的施設整備事業住民説明会について、お願いしま

す。 

   

               （事務局より、その他 ③四万十町文化的施設整備事業住民説

明会について、説明する。）   

 

     

教育長 ： 文化的施設整備事業の住民説明会も開催をいたしますので、是非、お時間があれば

参加していただきたいと思います。続いて、その他 ④新型コロナウイルス感染症対

策予防について、報告をさせていただきたいと思います。 

 

               （事務局より、その他 ④新型コロナウイルス感染症対策予防

について、説明する。） 

 

教育長 ： それでは、その他 ⑤今後のスケジュールについて、です。まず、小鳩保育所の落

成式は１月３０日 土曜日の１０時からで祝賀会、会食はなしです。 

      続いて、高岡地区の市町村教育委員会の連合会です。各部会も研修会も今年度は全

然なくて、この間の教育長会では役員というか、担当も引き続いていってはどうかと

いうことで今度、総会で発表いただきますが、１月２９日の１４時から理事会があり

ます。それは横山委員と私で出席をするようにしますので、お願いします。 

      ちょっと先ですが、連合会の総会が４月９日、金曜日です。１３時からの予定です。 
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これは、全員ですので、お願いいたします。４月９日、金曜日の１３時から須崎市

で高岡地区連合会の会議にです。以上の２件です。 

      それから、３月末の教職員の人事異動の関係ですが、県とのヒアリングがあって、

今の予定では内示が３月３日の予定です。内示の発表は３月１９日ですので、県から

の内示を受けて、教育委員会を開催しないといけないところですが、３月は、３日か

４日かになるかと思いますので、３月の教育委員会の開催を３日か４日、そして３月

の２０日過ぎにもう１回で３月は、最低２回ということで予定をお願いします。       

来月については、２月９日 火曜日で３月は３日か４日、そして２０日過ぎにもう

１回という予定ですのでお願いをいたします。 

浜田教育次長： 変更することがあれば、また電話でご連絡を差し上げたいと思います。 

佐々倉委員： ４月１日に先生が集まる会議はありますか。 

教育長 ： あります。何時からでしたか。 

浜田教育次長： 午後ですね。 

西谷学校教育課長： 大体、昼から開催しています。 

教育長 ： その他、スケジュール関係で何かございませんか。 

      給食センターのことについてお願いします。 

西谷学校教育課長： 大正学校給食センターの休止の関係で、１２月の定例の議会をご覧になったかも分

かりませんが、結構、大正地域の議員さんから鋭い質問がいろいろあったところです。 

その中で地元の同意はどんな感じだとか、同意を得ているのかということがありま 

したので、一応、年末に大正地域の商店と農業生産者については説明をしました。特

に休止で問題ないというような感じでした。今週、木曜日に田野々小学校のＰＴＡに

説明をする予定になっています。それは説明で、役員の方にですが、説明して、状況

を見ながら保護者会全体に説明をしなければならない場合は、説明会を行う予定をし

ています。大正中学校は、その後という形になります。それと、北ノ川小中学校につ

いては、ちょうど１６日の土曜日に統合の関係で説明会をしますので、そこでお話し

をしようと考えてます。 

      教育委員会では、休止の方向を打ち出していますが、町長部局との協議をもう一回

していう話がありましたので、それも行う予定になってますので、今日は報告をさせ

ていただきます。 

教育長 ： 大正給食センターの休止については、内部でも協議をして、この前の委員会でも報

告もさせていただきました。この間の議会でも一般質問で４人の方から、ご意見もい

ただきました。一番影響のあるのは田野々小学校ですぐ近くにありますので、いろい

ろ議員からは大反対ということで、町長にも上がっております。 

      委員会としては、休止して二つの給食センターでということで答申もされてますの

で、この案件については、特に田野々小の保護者にもしっかり説明もしながら進めて

いきたいと思いますし、大正給食センターをそのまま継続していくならば相当な面積

が確保できる場所への移転整備をしないといけないということも、この間、説明もし

ております。その辺も含め町長部局と話もして進めていきたいと思っております。大

正給食センターの廃止ではなしに休止、一定期間の休止ということで計画をしている

という状況です。 

      他、その他でございませんでしょうか。委員さんで何かございませんでしょうか。 

      次回を２月９日という予定でお願いをしたいと思います。 

      以上をもちまして、本日の日程を全て終了させていただきました。１月定例会を閉
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会いたします。 

 

 

（閉会） 

 

２月の定例委員会予定   令和３年２月９日（火） 

３月の定例委員会予定   令和３年３月３日又は４日 

３月の臨時委員会予定   令和３年３月２０日以降 

 

 

        教育長 ：                      

 

 

 

 

 

        署名人 ：                       

 


